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世田谷区立図書館運営体制あり方検討委員会設置要綱 

令和２年６月３０日 

２世教中図第１５６号 

 

（目的） 

第１条 第２次世田谷区立図書館ビジョンに掲げる基本方針のひとつ「専門性と効率性を両立した

運営体制の構築」に基づき、世田谷区立図書館は地域図書館等の民間活力の活用による多様な運

営体制を検討し、『知と学びと文化の情報拠点』をめざしているところである。ついては、その

地域との連携強化や新たに求められる図書館サービスなどを含め、新型コロナウイルス感染症対

策等を踏まえた区立図書館に求められる運営体制のあり方を総合的に検討することを目的に、世

田谷区立図書館運営体制あり方検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の事項について総合的に検討する。 

(１) 区立図書館における区が果たすべき役割に関すること 

(２) 区立図書館全体の運営体制に関すること 

(３) 区立図書館の運営体制における民間活用（指定管理者制度を含む）に関すること 

(４) 区立図書館における地域との連携強化に関すること 

(５) 区立図書館に新たに求められるサービスに関すること 

(６) その他区立図書館に関する重要事項 

（組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する委員１５人以内をもっ

て組織する。 

(１) 学識経験者 

 (２) 区民 

(３) 区職員のうち、別表に掲げる職にある者 

(４) 前３号に掲げる者のほか、教育長が必要と認めた者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱または任命の日から令和３年５月３１日までとする。 

（委員長） 

第５条 検討委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 
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２ 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がそ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の２分の１以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

（関係者の出席） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の関係者の出席を求め、意見

若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（事務局） 

第８条 委員会の事務局は、生涯学習部中央図書館に置き、委員会の庶務等を処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年９月１日より施行し、令和３年５月３１日をもって廃止する。 

 

別表（第３条関係） 

生涯学習部長 

中央図書館長 

地域図書館長（１名） 

 


